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第3節 サプライチェーン強靱化に向けた対外経済政策 

近年、地政学的リスクや自然災害、パンデミッ

クなどの影響により、サプライチェーンの脆弱性

が顕在化している。特に、新型コロナウイルス感

染症拡大は、世界中のサプライチェーンに大きな

混乱をもたらし、各国が自国の供給網の脆弱性を

再認識する契機となった。我が国は資源・エネル

ギーや戦略物資の多くを海外に依存しているた

め、サプライチェーンの強靱化が急務である。 

また、過剰生産能力や非市場的な政策・慣行を

背景とした特定国からの製品・原材料の輸入増に

よって、同国への非対称な依存が進めば、それ自

体がサプライチェーンの脆弱性となるのみなら

ず、こうした依存関係が武器化され、経済的威圧

を受けるリスクも生じる。こうした観点を踏まえ、

特定国への過度な依存を避けるための対策が求

められる。 

1.  サプライチェーン強靱化に向けた国際協調・連携の推進と国内施策の検討 

サプライチェーンの強靱化を図るためには、同

志国間での国際協調・連携が不可欠である。以下

のような取組が求められる。 

(1) 関税措置を踏まえた支援 

米国の関税措置について、その対象から我が国

を除外することを求めていくとともに、我が国の

産業・雇用を守り抜くため、その影響を評価し、

必要となる国内対策を速やかに実行に移すため、

「米国関税対策本部」を経済産業省に設置した。

また、短期の対応として、各地の経済産業局、政

府系金融機関、商工団体、中小機構等に特別相談

窓口の設置を行った。さらに、関税影響を受けた

中小企業のセーフティーネット貸付けの利用要

件の緩和、官民金融機関に対し影響を受ける中小

企業の相談に丁寧に応じるよう要請、NEXIを通

じた海外子会社への融資に対する保険の付与、関

税措置に起因した損失をNEXI輸出保険のカバー

対象にする等、資金繰り・資金調達支援を実施し

ている。加えて、地域の中堅・中小自動車部品サ

プライヤーに対して経営アドバイスや施策紹介

等を行う「ミカタプロジェクト」や、設備投資等

に対する支援策（ものづくり補助金、新事業進出

補助金の優先採択）を展開している他、サプライ

チェーンにおいて適切な価格転嫁が阻害されな

いよう、関係業界に対し要請を行う等、具体的な

支援策を実施している。 

(2) 非価格基準による需要喚起 

過剰生産能力や特定の国への過剰依存といっ

た課題に対応するため、 G7等の多国間や二国間

の枠組みを通じて、同志国間での産業政策面の協

力を戦略的に推進することが重要である。 

特に、非価格価値を持つ製品が市場で正当に評

価されるよう、需要サイドの政策ツールへの非価

格基準の導入を更に進める必要がある。具体的に

は、EV（電気自動車）、蓄電池、重要鉱物、半導

体といった重要物資を、民間企業、消費者、政府

などの需要家が調達する際に、政府が講じる補助

金、促進税制、政府調達といった政策ツールに対

して、調達先の多角化などの安定供給、サイバー

セキュリティ対策、脱炭素への貢献といった非価

格基準を評価基準として導入することで、単に価

格のみで物資が選定されないようにするもので

ある（第 III-1-3-1図）。 
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第 III-1-3-1 図 需要サイドへのアプローチ 

 

資料：経済産業省作成。 

こうした考え方について、2024年の G7プーリ

ア・サミットでも、以下のとおり合意した。 

「過剰生産に起因するものを含め、経済的強靱

性には多様化及び重大な依存関係の低減を通じ

たデリスキングが必要であることを認識しつつ、

我々は、「強靱で信頼性のあるサプライチェーン

に関する原則」、すなわち透明性、多様性、安全性、

持続可能性、信頼性を実施する。我々は、経済の

ダイナミズム及び開放性を維持しつつ、G7 内及

び G7を超えて、パートナー及び民間部門に積極

的に関与することによってこれを行う。我々は、

官民の部門に対し、需要と供給の両方において、

戦略的物品のサプライチェーン強靱性を強化す

るための連携した取組を行うよう促す。これは、

経済的要因のみならず上記の原則に関する要因

も考慮した、関連する基準についての G7内での

将来の連携のために、重要物品、戦略的部門及び

サプライチェーンを共同して特定することを追

求することを含む。」 

また、こうした非価格基準の導入は、同様の基

準をグローバルに広げていくことが重要であり、

同志国との政策協調による非価格基準の調和を

実現するため、AZEC等の国際枠組みやグローバ

ルサウス向けの諸政策を通じて、グローバルサウ

ス諸国との連携も目指していく。 

(3) 経済安全保障対話 

同志国との間で経済安全保障に関する対話を

強化し、サプライチェーンの脆弱性に対する共通

の認識を持つことは重要である。また、同志国政

府等の関係機関と連携し、第三国に対する啓発や

能力構築（キャパシティビルディング）などに対

する協力を進めていくことも重要である。 

こうした観点から、非価格要素を考慮する重要

性の啓発（公正市場アプローチ）等に関するグロ

ーバルサウス向け研修などの事業を実施する（第

III-1-3-2図）。 
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第 III-1-3-2 図 米国等第三国との協力によるグローバルサウス向け啓発事業 

 

資料：経済産業省作成。 

こうした研修を通じて、同志国の非市場的政策

及び慣行への対応や経済安全保障上の脆弱性の

克服、「透明、強靱で持続可能なサプライチェーン」

の確保などにつなげ、同国・地域の経済発展に貢

献する。 

(4) サプライチェーン上の人権尊重の取組促進 

欧米では、企業に対してサプライチェーン上の

人権尊重を求める法規制の導入が進展している

（第 III-1-3-3 図）。日本政府としては 2022 年 9

月に「責任あるサプライチェーン等における人権

尊重のためのガイドライン」（「政府ガイドライ

ン」）を策定し、企業に人権尊重の取組を求めてい

るが、企業の取組を促すためのアプローチは様々

であり、企業が予見可能性を持って国際スタンダ

ードに則った人権尊重に取り組めるようにする

ことが重要である。このため、G7・OECD等を活

用した加盟国との議論、「サプライチェーンにお

ける人権及び国際労働基準の促進に関する日米

タスクフォース」における議論等を通じて、各国

との情報共有など国際協調を進める。 

第 III-1-3-3 図 人権に係る欧米の関連法規制の動向 

 

資料：経済産業省作成。 

我が国企業の取組状況としては、業界団体によ

るガイドライン等の策定も進み、人権尊重の取組

を進める企業は着実に増加している。一方、企業

規模で見ると取組状況に差がある。また、取組を

進めている企業も、一社・企業だけでは解決でき

ない複雑な問題がある、サプライチェーンの構造

が複雑・膨大であり、課題の特定が難しいといっ

た、サプライチェーン全体で取組を実践すること

の難しさに課題を感じているとの調査結果が出

ている（第 III-1-3-4図）。 
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第 III-1-3-4 図 人権に係る日本企業の取組状況 

 

資料：日本経済団体連合会 第３回 企業行動憲章に関するアンケート結果

（https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/005_kekka.pdf）及び日本経済団体連合会 第３回 企業行動憲章に関す

るアンケート結果（一部改編）（https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/005_kekka.pdf）より作成。 

我が国企業がサプライチェーン上の人権尊重

の取組を適切に進めながら国際競争力を維持・強

化できるよう、政府ガイドラインの更なる普及・

定着に向け、中小企業や海外取引先を含めた企業

への取組支援、企業の取組状況を客観的に評価す

る仕組みの検討等を推進する。 

(5) 規制的アプローチの検討 

諸外国に先んじた規制的アプローチを検討し、

サプライチェーンの強靱化を図ることが重要で

ある。EU を中心として規制的なアプローチによ

り国際的なルール形成を主導する動きがあるが、

2024 年のドラギレポート354の発表など、最近で

は EUの競争力強化を重視し、再評価・規制緩和

に向けた動きも見られる（第 III-1-3-5図）。我が

国としても、こうした動きに先んじ得る適切な規

制的アプローチを追求していく。 

第 III-1-3-5 図 EU の主な規制的アプローチの動向 

 

資料：経済産業省作成。 

 
354 第Ⅱ部第 1章第 5節参照。 

●一方、企業規模で見ると取組状況に差。取組を進める企業も、
サプライチェーン全体で取組を実践することの難しさに課題を感じている。

●業界団体によるガイドライン等
の策定も進み、人権尊重の取組を
進める企業は着実に増加。

日本企業の取組状況

（出典）日本経済団体連合会 第３回 企業行動憲章に関するアンケート結果 （一部改編）
https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/005_kekka.pdf

（出典）日本経済団体連合会 第３回 企業行動憲章に関するアンケート結果
https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/005_kekka.pdf

＜「指導原則」に関する取組み状況＞ ＜従業員規模別 取組み状況＞ ＜取組み状況別の企業の課題＞

1.CSRD（ Corporate Sustainability Reporting Directive ）企業持続可能性報告指令 、2. CSDDD（Corporate Sustainability Due Diligence Directive）:企業持続可能性デューデリジェンス指令
出典：各国政府発表資料より

年

2024

2008 再生可能
エネルギー指令

2015 パリ協定

2019 欧州グリーンディール

2022 CSRD1

2024 CSDDD2

2021 欧州気候法

法令・制度

ドラギレポート発表

オムニバス法案

詳細

EUの競争力強化を目的として、規制の簡素化と企業の負担軽減を提言

2020年までにEU全体で再生可能エネルギーの割合を20%に引き上げる目標を設定

2030年までに温室効果ガス排出量を1990年比40%削減する目標を設定

2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする目標を設定

企業に対し、持続可能性に関する詳細な報告を義務付け、透明性を向上

企業に対し、自社およびサプライチェーン全体での人権・環境への悪影響を確認し、予防・是正する
取組を義務化する指令案を提出

2050年までに気候中立を達成する法的拘束力のある目標を設定し、2030年までの中間目標として
温室効果ガス排出を1990年比55%以上削減することを規定

欧州委員会にてCSRDの適用対象企業を従業員250人以上から1000人以上へ縮小、CSDDDの
初回報告を2028年へ延期・適用対象企業を直接のサプライヤへ限定し、企業の負担を緩和

2025

傾向

規制強化

再評価・
規制緩和

EUの主な規制的アプローチの動向
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2.  国際協力枠組みの拡大・強化 

サプライチェーンの強靱化を図るためには、同

志国連携を進める国際協力枠組みの拡大・強化が

不可欠である。サプライチェーンの強靱化に向け

て、多国間や二国間での協定等に基づく協力を推

進していくことが重要である。 

同志国間での連携は、地域協力枠組みである、

IPEF サプライチェーン協定、日米豪印などの枠

組みや、セクター別の枠組みである、鉱物安全保

障パートナーシップ（MSP）、強靱で包括的なサ

プライチェーンの強化（RISE）に向けたパートナ

ーシップ、バイオに関する日米韓印 EU会合（Bio-

5）などを通じて進めている（第 III-1-3-6図）。 

こうした枠組みに基づく同志国連携は、サプラ

イチェーンの脆弱性を特定し、特定国に依存しな

いサプライチェーンの構築などの平時の協力に

加えて、危機対応メカニズムの構築や机上訓練等

を通じた危機対応における協力の円滑化といっ

た危機時の協力も進めている。また、CPTPP の

一般的な見直しの機会において、サプライチェー

ン強靱化に対応できるよう、透明性・多様性・安

全性・持続可能性・信頼性の原則と他のフォーラ

ムからの教訓に基づき、協定のアップグレードを

図っていく。 

第 III-1-3-6 図 有事の対応も含めた国際協力枠組み 

 

資料：経済産業省作成。 

今後も、こうした枠組みに基づく同志国連携を

強化していくとともに、同志国との二国間協力を

含め、協力枠組みの拡大・強化を進めていく。 

 

3.  我が国企業の海外展開支援 

サプライチェーン強靱化を図るためには、特定

国への輸入依存度が高い物資の供給元の多角化

を進めていくことや我が国の優位性事業を通じ

た同志国やグローバルサウス諸国が抱える社会

課題の解決への貢献が重要であり、その目的に資

する我が国企業の海外展開を支援する政策が求

められる。 

第 2節で述べたように、我が国企業の海外展開

の中で、グローバルサウス諸国の位置付けは重要

である。グローバルサウス諸国が抱える課題の解

決を通じて、当該国・地域の市場の成長力を活か

しつつ、我が国の国内におけるイノベーション創

出等につなげ、国内産業活性化を目指すと共に、

グローバルサウス諸国との経済連携を強化する

ことを目指す。このため、経済産業省は、我が国

企業が行うインフラ等の海外展開に向けた FS 事

業及び小規模実証事業の実施に必要な費用の一

部補助を目的とする、グローバルサウス未来志向

型共創等事業費補助金を実施し、サプライチェー

ン強靱化に向けた実証事業を支援している（第

III-1-3-7図）。 

同様に、ルールベースの国際経済秩序の維持・

強化・再構築に向けて、我が国と価値を共有する

国の輪を拡大させることにも資する観点から、脱

地域
協力枠組

セクター別
協力枠組

協力枠組

IPEFサプライチェーン協定 • サプライチェーンに関する初めての多国間協定。2022年5月に米国主導で立上げを発表。交渉
参加国は14か国（2025年5月現在、締約国11か国）。インド太平洋地域における有志国との平
時・緊急時のサプライチェーンを強靱化し、我が国産業の国際競争力を向上。

強靱で包摂的なサプライチェーン
強化（RISE）のためのパートナー
シップ

• 特定国に依存しない重要鉱物サプライチェーン構築を目指す取組。2022年6月、米国主導によ
り設立。米日韓欧州委を含む15か国・地域が参加。主な取組の柱は①情報共有、②投資ネッ
トワーク、③高いESG基準、④リサイクル・リユース。

鉱物安全保障パートナーシップ
（MSP）

• 新興国・途上国のクリーンエネルギー製品の生産拡大と鉱物バリューチェーンにおける役割強
化を支援。2023年10月に日本（財務省）と世界銀行が主導し創設。日、加、独、伊、韓、英
が参加。総額5,000万ドル以上の拠出を表明。

QUAD • 半導体サプライチェーンの強靱性を強化するため、日米豪印は半導体に関する協力推進に引
き続きコミット。2024年9月の首脳会合では緊急時ネットワークに関する協力覚書を歓迎。

CPTPP
• モノの関税だけでなく、サービス、投資の自由化を進め、さらには知的財産、金融サービス、

電子商取引、国有企業の規律など、幅広い分野をカバーした高い水準の新たな共通ルールを
構築する経済連携協定。

バイオに関する日米韓印EU会合
（Bio-5）

• 医薬品サプライチェーンの強靱化のための協力枠組。2024年6月に発足。米、韓、日、印、
EUの5か国・地域が参加。
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炭素技術や通信ネットワーク技術など我が国が

優位性を有する技術や事業の海外展開を通じて、

グローバルサウス諸国等の抱える社会課題への

対処に貢献することも重要である。

第 III-1-3-7 図 サプライチェーン強靱化に資する日本企業の海外展開支援 

 

資料：経済産業省作成。 

 

こうした取組を通じ、我が国企業の海外展開を

支援するとともに、我が国のサプライチェーン強

靱化にも資する事例を積み上げていくことが重

要であり、こうした取組を今後も推進していく。 

4.  エネルギー・鉱物資源の権益確保・調達先多角化の推進 

エネルギー・鉱物資源の権益確保と調達先の多

角化は、サプライチェーンの強靱化において重要

な要素である。資源外交、JOGMEC による上流

開発支援、NEXIによる貿易保険等を活用し、エ

ネルギー・鉱物資源の権益確保・調達先多角化を

推進する。 

資源ナショナリズムの高まりや地政学リスク

の上昇等を背景に、エネルギーの安定供給及び経

済安全保障の観点も踏まえた資源外交が必要と

なる。加えて、GX の流れの中で、水素・アンモ

ニア等の脱炭素燃料へのシフトや、バッテリーメ

タル等の鉱物資源の必要量が拡大するなど、我が

国として確保すべき資源や付き合うべき国が拡

大しつつある。 

我が国は、これまで資源国とサプライチェーン

を構築してきたという実績を踏まえ、先進的な技

術と支援策を有する利点を活かしつつ、総理大

臣・閣僚等によるハイレベルの外交機会の創出な

どの取組を通じ、資源国と世界に先駆けた互恵的

関係を構築し、サプライチェーンの強靱化を進め

ていく（第 III-1-3-8図）。 

  

◆ 実施地域：マレーシア
◆ 事業名：石油脱硫触媒からの
バナジウム・モリブデン回収プラント実証

◆ 概要：製油所で発生する使用済み
石油脱硫触媒からのバナジウム・モリブ
デン回収を実証。

◆ 日本裨益：製造した五酸化バナジウム、
モリブデン酸の全量を日本に輸入、特定国
への依存度を低減。

重要部素材具体例２

グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金 類型③サプライチェーン強靭化型の要件

・日本の産業構造上重要と考えられる物資を対象とすること
※特定重要物資に指定されているもの以外でも、サプライチェーン上の重要性が合理的に説明されているものを対象に含みます

・該当国において事業に未適用なプロジェクトであること
・日本の一国への輸入依存度が高く、本事業を通じた供給構造の変化が日本のサプライチェーン強靱化に資すること

◆ 実施地域：ベトナム
◆ 事業名：半導体用多結晶シリコンエッチング製造実証
◆ 概要：半導体の主要部素材である

多結晶シリコンについて、ベトナムで
初めてとなる製造工程（後工程）
の導入実証。

◆ 日本裨益：サプライチェーンの
分散化を通じた日本企業への
安定供給、シェア維持・拡大。

半導体素材具体例１
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第 III-1-3-8 図 石油・天然ガスの安定供給確保に向けたプロジェクト 

 

 

資料：経済産業省作成。 

また、JOGMEC による、我が国の資源開発プ

ロジェクトへの出融資・債務保証によるリスクマ

ネー供給支援や、NEXIによる資源の安定供給確

保に資するプロジェクトに対する保険引受を通

じて、上・中流の開発プロジェクト支援を強化し、

エネルギー・鉱物資源の調達先の多角化を推進す

る。 

5.  インド太平洋を中心とした同志国との Run Fasterパートナーシップの推進 

大国によるパワーベースの競争時代において、

国際連携の中で、「ルールベースの国際経済秩序

の再構築」や、「透明、強靱で持続可能なサプライ

チェーン構築」等を目指していくためにも、破壊

的技術革新が進む領域を中心に、技術優位性を磨

き上げ不可欠性まで強化することが経済安全保

障上も重要である。そのためには、我が国の将来

の自律性・不可欠性確保に向け、産業支援策と産

業防衛策を有機的に講じる「Run Faster」戦略を

加速させていく（第 III-1-3-9図）。特に、AI（人

工知能）・先端コンピューティング、量子、バイオ、

宇宙分野は各国が激しく競争を進め、安全保障の

面でも重大なインパクトをもたらすものであり、

「Run Faster」戦略の重点分野に位置付ける。

Run Faster パートナーシップは、上記戦略を同

盟国・同志国等と連携して産業・技術基盤共創に

向けた産業支援策と産業防衛策を一体的に進め

るための枠組みであり、まずはインド太平洋地域

を中心に取組を進める。 

具体的には、我が国と同志国政府との間で支援

すべき分野・プロジェクトを特定した上で、産業

支援策と産業防衛策を一体的に講じるとともに、

社会実装を進めるため、両国の政策資源を戦略的

に投資していくことが考えられる。また、同パー

トナーシップにおいて、不可欠性強化の連携に加

えて、今後の国際テクノロジー秩序作りを主導す

る観点から、要すれば、経済インテリジェンス分

野の協力や技術に関する官民対話など同志国間

で共有するテクノロジーサプライチェーンの将

来の規範づくりに資する事項等について議論す

ることも視野に検討を進める。 

  

米国

UAE

豪州
米国【天然ガス】
○2017年1月に、シェールガス由来のLNGが初めて日本に輸入
（短期契約）。
○2018年5月、日本として初めての長期契約に基づく米国
シェールガス由来のLNGの輸入を開始。
○フリーポートLNGには、JERA・大阪ガスが出資。2019年生
産開始（JBIC/NEXI支援）。
○キャメロンLNGには、三井物産・三菱商事・日本郵船が出資。
2019年生産開始（JBIC/NEXI支援）。

豪州【天然ガス】
○日本企業参画のLNGプロジェクトが進行中。
○イクシスLNGプロジェクトは、日本企業が主導する初の大型LNG
プロジェクト。2018年に生産開始（JOGMEC/JBIC/NEXI支援） 。
○既存ガス田の減退に伴う新たな上流ガス田開発や、LNGプロジェ
クトの拡張計画も進められている。

カナダ【天然ガス】

○日本企業参画のLNGプロジェクトが進行中。
○LNGカナダには、三菱商事が出資。2020年

代中頃に生産開始予定（JBIC支援）。

モザンビーク

東南アジア

カナダ

UAE（アブダビ首長国）【原油】
○我が国の石油権益を維持・拡大するため、広
範な分野で協力を実施。アブダビの油田には、
我が国自主開発権益が最も多く集中。
○2015年4月、我が国企業が巨大な陸上油田の
権益を新たに獲得。
○2018年2月、主要な海上油田の権益を再獲得。

東南アジア【天然ガス】
○日本企業参画のLNGプロジェクトが進行中。
○ドンギ・スノロLNG（尼）には三菱商事が出
資。2015年生産開始（JBIC/NEXI支援）。
○タングーLNG（尼）には、三菱商事他が出資。
2009年生産開始、2023年さらに拡張し、生産
開始（JOGMEC/JBIC/NEXI支援）。

モザンビーク【天然ガス】
○モザンビークLNGには、三井物産が出資。
2020年代後半からの生産開始を目指す。
（JOGMEC/JBIC/NEXI支援）
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第 III-1-3-9 図 Run Faster 戦略（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：経済産業省作成 

 

 


